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三重県文化振興条例（仮称）の検討に係る調査結果の概要について 

 

１．調査の目的 

 「三重県文化振興条例（仮称）」の制定の検討にあたり、今後の本県の文化行政のあり方

に関して、県民や文化活動を行う個人や団体、市町等の考え等を把握し、検討の材料とす

ることを目的として実施した。 

 

２．調査の方法 

対象 実施方法 調査期間 結果 

県民 
（参考資料２－１） 

e-モニターアンケート 7/6-7/25 944/1,386件（68%） 

オンラインアンケート 7/6-7/29 588件 

合計 1,532件 

※三重大学において、7/20、7/27の日本理解特殊講義「三重の歴

史と文化」出席学生（82名）を対象にアンケート調査を実施。 

※県内高等教育機関に対し、アンケート調査依頼を実施 

文化活動を行

う個人及び団

体 
（参考資料２－２） 

オンラインアンケート 7/8-7/29 147件 

郵送によるアンケート 

（三重県文化団体連絡協議会

加盟の県域文化団体対象） 

7/14-7/28 22/29団体（76%） 

合計 169件 

意見交換会の実施 

（三重県文化団体連絡協議会

加盟の県域文化団体対象） 

7/14開催 3団体が参加 

郵送及びメールによる意見聴

取の実施（参考資料２－３） 

（文化協会・公益法人） 

6/27-7/14 18/24団体（75%） 

市町 県・市町文化行政連絡会議で

の議題として意見照会 

7/26開催 29市町（無回答含む） 

 

３．各調査の結果の概要 

（１）県民を対象とした調査 

・ 最近、鑑賞・観覧したり、自ら実践した文化芸術のジャンルについて尋ねたところ、「音

楽」、「メディア芸術（映画、漫画、アニメーション等）」、「美術」が上位に並ぶ。また、

「鑑賞・観覧、実践していない」と回答した人は、回答者の 17.6％になる。 

・ 「鑑賞・観覧、実践していない」と回答した人にその理由を確認したところ、「興味は

あるが、コロナ禍のため鑑賞・観覧、または実践することができなかった（休演・中止

を含む）」と回答する人が最も多く、続いて、「興味がない」が続く。 

・ 三重県の歴史的資産等に愛着を感じることができるか尋ねたところ、90％近くが、「そ

う思う」、「どちらかといえばそう思う」を選択している。 

・ 文化芸術を鑑賞・観覧、もしくは実践するうえで何が支障か尋ねたところ、「忙しくて

時間が取れない」が最も多く、「魅力的な展覧会や公演・講座がない」、「文化に関する

情報が少ない」、「費用がかかりすぎる」が上位に並ぶ。 

資料２ 
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・ 文化芸術を生かしたら良いと思う分野について尋ねたところ、「まちづくり（地域の活

性化）」、「観光」、「教育」が上位に並ぶ。 

・ 人口減少や過疎化が進む中で、地域の文化芸術への影響等に関して不安に感じることを

尋ねたところ、「地域の伝統的文化（祭り、年中行事等）の担い手・継承者が不足する」

が最も多く、「地域で公演等が開催されなくなり、文化芸術を鑑賞・観覧する機会が減

少する」、「地域の文化財（建造物、工芸品など）の維持管理が難しくなる」が上位に並

ぶ。 

・ 県は今後どのような文化振興施策に力を入れるべきか尋ねたところ、「子どもたちが文

化芸術や伝統文化にふれる機会を充実すること」が最も多く、「魅力ある展覧会や公演、

講座等を開催すること」、「三重が誇る豊かな歴史的資産等や文化施設など文化資源の観

覧等を通じて文化についての理解を深めることを目的とした観光の推進」、「文化芸術を

担う人材を育成支援すること」が上位に並ぶ。 
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（２）文化活動を行う個人及び団体を対象とした調査 

・ 活動を行う上での課題について尋ねたところ、「活動のための資金に不安がある」が最

も多く、「一緒に活動する仲間や団体のメンバーが少ない」、「活動の後継者がいない」、

「日常の活動場所が少ない」が上位に並ぶ。 

・ 活動を行う上での相談先について尋ねたところ、「文化芸術活動を行っている他の団体

や個人」が最も多く、続いて「家族、友人」が多い。一方で、17.8%が「特に相談先は

ない」と回答している。 

・ 文化団体同士のつながりやネットワークの必要性と現状について尋ねたところ、84.6%

が「必要」と回答しているが、全体のおよそ４割が「十分に機能していない」、「全く機

能していない」と回答している。 

・ 芸術家や文化に関わる人などの育成・支援のために必要だと考えていることを尋ねた

ところ、「発表の機会や練習場所の充実」が最も多く、「子どもや若い世代が様々なアー

ティストや専門家と触れ合える機会の提供」、「一般の人が参加できる講義や講座の提

供」が上位に並ぶ。 

・ 誰もがともに文化芸術にふれ親しみ、活躍できる取組について尋ねたところ、「誰もが

鑑賞や参加できる文化芸術イベントの定期的な開催」が最も多く、「文化施設のバリア

フリー対応の充実」、「文化施設でのワークショップや文化教室の開催など交流の場の

提供」が上位に並ぶ。 

・ あると良いと思う支援策について尋ねたところ、「補助金など財政的な支援」が最も多

く、「行政などによる文化芸術活動に関する情報発信、周知や啓発」、「人材育成、後継

者育成への支援」が上位に並ぶ。 
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・ 県は今後どのような文化振興施策に力を入れるべきか尋ねたところ、「文化芸術活動に

対する財政支援」が最も多く、「子どもたちが文化芸術や伝統文化にふれる機会を充実

すること」、「文化芸術を活用した地域の活性化」が上位に並ぶ。 

 

（３）市町を対象とした意見照会の結果 

・ 県との連携を期待する分野について意見照会したところ、市町からは、主に、「文化財

等の保存・活用」（6 団体）、「県立文化施設と市町の文化施設の連携」（5 団体）、「文化

団体等への支援」（4 団体）、「文化の担い手の育成と確保」（4 団体）という意見があが

った。 

・ 県との連携にあっては、広域的な視点に立ち、市町では実施困難な施策に取り組んでほ

しいなどの意見があった。 

 

４．まとめ 

＜県民を対象としたアンケート＞ 

・ 今後県が力を入れるべき施策については、「子どもたちが文化芸術や伝統文化に触れる

機会を充実すること」が最も多く、続いて「魅力ある展覧会や公演、講座等を開催する

こと」が多いことから、これらを踏まえ、文化にふれ親しむ環境づくりに取り組んでい

く必要がある。一方で、文化に興味がないとする回答も一定数あることから、文化への

関心を高める取組も必要である。 

・ 文化を生かしたらよいと思う分野については、「まちづくり（地域の活性化）」が最も多

く、続いて「観光」が多いことから、文化を活用した地域や産業の活性化に取り組んで

いく必要がある。 

・ 文化芸術を担う人材を育成支援する県への期待や祭りなど地域の伝統的文化の担い手

や継承者の不足を懸念する意見が多かったことから、人材の育成について取り組んで

いく必要がある。 

・ 「本県の歴史的資産等に誇りや愛着を感じているか」については、約９０％の方が「感

じている」と回答していることから、地域の歴史的資産等の保存・活用・継承に取り組

んでいく必要がある。 

＜文化活動を行う個人及び団体等を対象としたアンケート＞ 

・ 今後、県が力を入れるべき施策については、「文化芸術活動に対する財政支援」が最も

多く、支援のあり方も含めて、必要な措置について検討する必要がある。 

・ 期待する支援策については、人材育成や後継者育成への支援について、多くの回答が寄

せられており、特に、高齢化が進む地域の文化活動では、切実な問題となっていること

がうかがえることから、人材の育成について取り組んでいく必要がある。 

・ 文化団体同士のネットワークについては、十分機能していないとの回答が多く、また、

行政による情報発信や周知、啓発についても期待されている。連携への支援や情報発信

など、文化活動等への支援体制の充実に努める必要がある。 

＜市町を対象とした意見照会＞ 

・ 市町からは、文化財の保護・活用や文化の情報発信など複数の分野で県との連携を期待

する意見があり、引き続き、市町との連携に取り組んでいく必要がある。 



資料３ 
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１．題名 

 本条例の題名の考え方は、以下のとおりとします。 

 

［考え方］ 

・ 一般的に、条例の題名はその条例の内容を簡潔に、しかも的確に表現するもので

なければならないとされています。 

・ 本条例においては、県が、これからの三重の文化振興のため、総合的な施策を推進

することを示すものとします。 

（例示） 

三重県文化振興条例 

三重県文化振興基本条例 

 みえの文化振興に関する条例 

 

２．用語の整理 

本条例の中の用語について、以下のとおり整理します。 

 

［考え方］ 

・ 本条例における「文化」とは、『文化芸術基本法』が対象とするものとします。具

体的には、文学、音楽、美術、写真、演劇などの「芸術」、映画、漫画、アニメー

ションなどの「メディア芸術」、雅楽、能楽、歌舞伎などの「伝統芸能」、講談、落

語、浪曲、漫談などの「芸能」、華道、茶道、書道、食文化などの「生活文化」、囲

碁、将棋などの「国民娯楽」、「文化財」などを指します。 

・ 本条例における「子ども」とは、乳幼児、児童、生徒など、おおむね 18歳以下の

者とします。 

 

３．条例の構成 

 本条例の基本的構成のイメージは、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

○ 前文 

○ 目的 

○ 基本理念 

○ 県の責務 

○ 役割・連携 

○ その他（財政上の措置など） 

○ 基本的施策 

三重県文化振興条例（仮称） 

構成イメージ 

第２章 基本的施策 

第１章 総則 

前文 

構成要素 
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４．前文 

本条例の条項の前には、本県文化の意義、条例制定の背景、目指すべき姿などに

ついて述べた前文を置くこととします。 

 

［考え方］ 

・ 一般的に、前文は、条例制定の由来や経緯、基本原理、目的などを明らかにするた

めに置かれます。 

・ 本条例においては、条例の理念等を明確化するため、前文を置き、以下の要素を盛

り込むこととします。 

 

○文化のもつ力とその力への期待 

・ 文化は、創造性を育み、表現力を高める。同時に、文化は、他者を理解し、尊重し

合う気持ちを醸成し、多様性を受け入れることのできる、心豊かな社会の礎とな

る。 

・ また、文化は、広く社会に波及する強い力をもつ。その力は、産業等など幅広い分

野で活用され、地域を活性化させる可能性をもつ。 

 

○三重の文化の特色とその意義 

・ 本県は、伊勢湾、熊野灘に面し、変化に富んだ地形を有し、多様で豊かな自然環境

に囲まれる。その自然環境を背景に、地域に根差した豊かな歴史や文化が存在す

る。 

・ 一方、古来より東西日本を結ぶ重要な接点として、活発な交流が生み出され、三重

の特色ある文化が形成された。近世には、「おかげまいり」や「熊野詣」などが広

がり、多くの人々が来訪。 

・ 多様な交流は、外部の人や文化を懐深く受け入れる寛容さやもてなしの心を育み、

地域の発展につなげてきた。 

・ この三重の文化は、われわれ県民が拠って立つアイデンティティそのもの。 

 

○条例制定の背景 

・ 人口減少や少子高齢化などに直面し、今は大きな社会の転換期。三重の文化を、未

来へ継承し発展させるためには、地域の文化力を高める必要がある。 

 

○目指すべき姿の実現 

・ 日々の暮らしの中で生きがいと心の豊かさを実感できる、高い文化力を誇る三重

の実現を目指す。 
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５．目的 

 本条例による目指すべき姿と、それを達成するための県の方向性を示します。 

 

［考え方］ 

・ 本条例は、本県の文化行政を取り巻く状況を踏まえ、これからの三重の文化振興

の方向性を示すことを基本的な考え方とします。 

・ 本県の文化行政の課題としては、「人口減少や少子高齢化、デジタル化など、社会

が大きく変化していく中で、いかに文化を継承、発展させていくか」、「コロナ禍の

影響を受けた県民の文化に対する意識を、いかに高揚させていくか」、「文化によ

り生み出される様々な価値を、いかに地域社会の活性化に生かしていくか」など

が挙げられます。 

・ そういった中、文化振興に関する基本理念を定め、県の責務等を明確にするとと

もに、基本理念にもとづく基本的施策を定めることにより、本県の文化政策を総

合的かつ計画的に推進し、それをもって、一人ひとりが生きがいと心の豊かさを

実感できる県民生活及び活力あふれる地域社会を実現することを目的とします。 

 

６．基本理念 

 本条例の目的を実現するための基本理念を規定します。 

 

［考え方］ 

・ 『文化芸術基本法』では、「文化活動を行う者の自主性や創造性の尊重」、「誰もが

文化を鑑賞、参加、創造することができる環境の整備」、「観光、まちづくり、国際

交流など各分野における施策との連携」等が掲げられおり、これらは、地域に関わ

らず、文化の振興に関する共通の理念となるものです。 

・ 本条例では、同法の理念を踏まえ、三重の多様で特色ある文化を保護、発展させ、

郷土に対する誇りと愛着を醸成すること等を通じ、本条例の目的を実現するため

に、以下の基本理念を規定します。 

 

① 文化活動を行う者の自主性の尊重 

文化活動を行う者の自主性が尊重されなければならない 

 

② 文化活動を行う者の創造性の尊重 

文化活動を行う者の創造が尊重され、発揮されるよう考慮しなければならない 

 

③ 誰もが文化を鑑賞、参加、創造できる環境の整備 

県民が、その年齢、障がいの有無等にかかわらず、文化を鑑賞し、参加し、創造

することができるような環境の整備が図られなければならない 
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④ 三重に対する誇りと愛着の醸成 

県民が、地域の伝統芸能や祭りなど、三重の歴史的資産等1を通じて、三重の文

化に対する関心と理解を深め、郷土への誇りや愛着を持つとともに、地域の成

長・発展に貢献しようとする思いを育めるよう配慮されなければならない 

 

⑤ 三重の多様で特色ある文化の保護と発展 

地域の人々による主体的な文化活動が行われるよう配慮するとともに、三重の

自然、歴史、風土等を反映した多様で特色ある文化の発展が図られなければな

らない 

 

⑥ 三重の文化の国内外への発信と交流 

三重の文化が広く国内外へ発信されるよう、文化に関する交流が図られなけれ

ばならない 

 

⑦ 子どもたちへの文化に関する教育の重要性と地域等との連携 

子どもたちへの文化に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化活動を行う者

及び文化団体等と、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配

慮されなければならない 

 

⑧ 県民の意見の反映 

県民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない 

 

⑨ 観光、まちづくり、国際交流など各分野における施策との有機的な連携 

観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等、各関連分野における施策と

の有機的な連携が図られるよう配慮されなければならない 

 

７．県の責務 

本条例の目的を実現するための県の責務を規定します。 

 

［考え方］ 

・ 県は、広域自治体として、文化の振興に関する施策を総合的に策定し、実施する責

務を有することを明確にします。 

  

                                                   
1 本条例における「三重の歴史的資産等」とは、本県の各地域で継承されている伝統的な芸能・

祭り・行事や文化財などの歴史的な資産のほか、伊勢神宮や熊野古道、世界から評価される偉人

（松尾芭蕉、本居宣長、御木本幸吉、松浦武四郎、市川崑など）、地域独特の言葉遣いや衣服、

食べ物、習慣などを指します。 
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８．役割 

 文化の振興に関して、県民、文化団体等、事業者の役割を規定します。 

 

［考え方］ 

・ 県民については、本県の文化の最も基本的な担い手であることから、文化につい

ての関心と理解を深めていただき、自主的・主体的な活動を通じて、文化の振興に

積極的な役割を果たすことに理解を求めるものとします。 

・ 文化団体等については、その活動が本県の文化振興に大きく関係するものである

ことから、文化活動の充実を図るとともに、文化の振興に積極的な役割を果たす

ことに理解を求めるものとします。 

・ 事業者については、地域経済及び地域社会の重要な担い手であることから、文化

についての関心と理解を深めていただき、その事業活動を通じて、文化の振興に

積極的な役割を果たすことに理解を求めるものとします。 

 

９．連携 

 本条例の目的を実現するため、県と市町、教育機関等との連携について規定します。 

 

［考え方］ 

・ 文化の振興に関する施策は、関係主体が連携を強化し、協働することで、より効果

的かつ効率的に機能すると考えられます。 

・ 市町については、地域で包括的な役割を担う基礎自治体であり、県民が広く文化

を創造し、享受できる環境を実現させるために、その役割は非常に重要であるこ

とから、県は、市町と相互連携に努めることを規定します。 

・ 教育機関については、豊かな人間性や感性を育み、人材を育成することが教育の

目的の一つであり、将来を担う子どもたちへの文化や芸術に関する教育の重要性

から、県は、教育機関との連携に努めることを規定します。 

・ また、県は、その他関係者との連携に努めるとともに、関係者間の連携が図られる

よう支援に努めるものとします。 
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１０．基本的施策 

 本条例の目的を実現するため、基本理念を踏まえた総合的な基本的施策に取り組む

ことを規定します。 

 

［考え方①（構成案について）］ 

・ 基本的施策は、『新しいみえの文化振興方針2』のこれまでの取組を継承・発展さ

せるとともに、施策を着実に進めていくための指針とするため、以下に大別する

ものとします。 

 

① 文化の振興 

② 文化にふれ親しみ、創造する環境づくり 

③ 文化を育み、継承する人材の育成 

④ 三重の歴史的資産等の保存及び活用 

⑤ 文化を活用した地域の活性化と魅力の発信 

 

 

［考え方②（各施策について）］ 

・ 各施策の内容は、基本理念を踏まえ、以下の通りとします。 

① 文化の振興 

○ 三重の文化の振興等を図るため、「芸術の振興」、「メディア芸術の振興」、「芸

能の振興」、「生活文化の振興」、「国民娯楽の普及」に関して、必要な施策を

講ずるよう努めることを規定します。 

 

② 文化にふれ親しみ、創造する環境づくり 

○ 文化への親しみの醸成と、文化にふれる機会、創造する機会の充実を図るた

め、「県民の文化に関する関心及び理解の醸成」と「県民の鑑賞、実践等の

機会の充実」に努めることを規定します。 

○ 県が設置する文化施設の設備の充実、施設間の連携、拠点としての機能や情

報発信の強化など、「文化施設の充実」に努めることを規定します。 

○ 誰もがともに文化にふれ親しみ、活躍できる機会を実現させるため、「高齢

者、障がい者等の文化活動の充実」に努めることを規定します。 

                                                   
2 『新しいみえの文化振興方針』（対象期間：H26 からおおむね 10 年間） 

○基本目標： 

①文化を通じて幸福実感を高めるとともに、次代のみえを担う若い世代を育成する 

②郷土に誇りと愛着を感じられるようにするとともに、みえの文化の素晴らしさを県内外に発

信する 

③多様な文化を受け入れ、交流・連携することにより、新たなみえの文化を創造する 

○施策の方向性： 

１人材の育成、２歴史的資産等の継承・活用、３新たな価値の創出、４情報の受発信、 

５文化の拠点機能の強化 
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○ 幼少期から文化を鑑賞、体験する機会を創出するため、「子どもたちの文化

活動の充実」に努めることを規定します。 

○ 文化活動を行う個人や団体の主体的な活動を支え、支援するため、「文化活

動等の支援体制の充実」に努めることを規定します。 

 

③ 文化を育み、継承する人材の育成 

○ 三重の文化の振興、活用を支える「文化の担い手の育成及び確保」に努める

ことを規定します。 

○ 文化活動で顕著な成果を収めた者及び文化の振興に寄与した者の「顕彰」を

行うことを規定します。 

 

④ 三重の歴史的資産等の保存及び活用等 

○ 文化財等は、地域が守り継承してきた財産であることから、その修復、防災

対策、公開等への支援その他の必要な施策を講じたうえで、それらが生み出

す価値を活用するため、「文化財等の保存・活用・継承」に努めることを規

定します。 

○ 能楽や雅楽など、歴史的、芸術的価値をもつ無形の文化財を将来の世代に引

き継ぎ、発展させるため、「伝統芸能及び民俗芸能の継承及び発展」に努め

ることを規定します。 

 

⑤ 文化を活用した地域の活性化と魅力の発信 

○ 地域住民が主体となって取り組む文化を活用した地域づくりを支援し、地域

の活性化と自立的かつ持続的な発展を図るため、「文化の活用による地域の

活性化」に努めることを規定します。 

○ 文化と観光、産業等の相互連携を促進し、観光、産業等の振興と地域経済の

活性化を図るため、「文化の活用による観光等の振興」に努めることを規定

します。 

○ 郷土の歴史及び文化を学ぶ機会の創出などを通じて、本県に対する誇りと愛

着を持てるよう、「歴史と伝統文化を生かした郷土愛の醸成」に努めること

を規定します。 

○ 本県文化の魅力を国内外に発信するとともに、文化を通じた地域間交流や国

際交流の推進を図るため、「三重の文化の魅力の発信と交流の推進」に努め

ることを規定します。 
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１１．その他（財政上の措置、基本計画の策定） 

 本条例の目的を実現するため、財政上の措置、基本計画の策定について規定します。 

 

［考え方］ 

・ 文化の振興に関する総合的な施策を推進するため、県は必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとします。 

・ 文化振興施策を総合的かつ効果的に推進するため、県は文化の振興に関する基本

計画を策定するものとします。基本計画の策定、変更にあたっては、三重県文化

審議会への意見聴取が必要であることを規定します。 

なお、上記基本計画は、現行の『新しいみえの文化振興方針』（対象期間：H26か

らおおむね 10年間）の後継計画として、令和５年度中の策定を目指します。 



三重県文化振興条例（仮称） 骨子案 概要

前文

第１章 総則

第２章 基本的施策

・ 文化の振興

・ 文化を育み、継承する人材の育成

・ 文化にふれ親しみ、創造する環境づくり

・ 三重の歴史的資産等の保存及び活用等

・ 文化を活用した地域の活性化と魅力の発信

条例構成イメージ

○前文

○基本的施策

○目的

○基本理念

○県の責務

○その他

○役割、連携

三重県文化振興条例（仮称）構成案

「文化のもつ力とその力への期待」、「三重の文化の特色とその意義」、「条例制定の背
景」、「目指すべき姿の実現」を盛り込む

① 文化活動を行う者の自主性の尊重
② 文化活動を行う者の創造性の尊重
③ 誰もが文化を鑑賞、参加、創造できる環境の整備
④ 三重に対する誇りと愛着の醸成
⑤ 三重の多様で特色ある文化の保護と発展
⑥ 三重の文化の国内外への発信と交流
⑦ 子どもたちへの文化に関する教育の重要性と地域等との連携
⑧ 県民の意見の反映
⑨ 観光、まちづくり、国際交流などの各分野における施策との有機的な連携

県は、文化の振興に関する施策を総合的に策定し実施する県の責務

文化団体等は、文化活動の充実を図るとともに、文化の振興に積極的な
役割を果たすよう努める

文化団体等の
役割

生きがいと心の豊かさを実感できる県民生活及び活力ある地域社会の実現目的

前文

総則

事業者は、その事業活動を通じて、文化の振興に積極的な役割を果たす
よう努める

事業者の役
割

市町との連携、教育機関との連携、その他関係者との連携、関係者間の
連携への支援に努める

●芸術の振興
●メディア芸術の振興
●芸能の振興
●生活文化の振興
●国民娯楽の普及

基本的施策

●県民の文化に関する関心及び理解の醸成
●県民の鑑賞、実践等の機会の充実
●文化施設の充実
●高齢者、障がい者等の文化活動の充実
●子どもたちの文化活動の充実
●文化活動等の支援体制の充実

●文化の担い手の育成及び確保
●顕彰

●文化財等の保存・活用・継承
●伝統芸能及び民俗芸能の継承及び発展

●文化の活用による地域の活性化等
●文化の活用による観光等の振興
●歴史と伝統文化を生かした郷土愛の醸成
●三重の文化の魅力の発信と交流の推進

文化にふれ親しみ、
創造する環境づくり

文化の振興

文化を育み、継承
する人材の育成

三重の歴史的資産等
の保存及び活用等

文化を活用した地域
の活性化と魅力の
発信

総則（続き）

基本理念

市町や教育機
関との連携等

財政上の措置に努め、基本計画を策定するその他

県民の役割
県民は、自主的かつ創造的な活動を通じて、文化の振興に積極的な役割を
果たすよう努める


